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１

　

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
十
六
号

　
　
　

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
六
款
の
二　

産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
第
三
十
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
六
款
の
二　

総
合
食
品
研
究
所
（
第
三
十

四
─
第
三
十
条
の
七
）
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
六
款
の
三　

産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ

条
の
四
─
第
三
十
条
の
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
第
二
十
八
款
」
を

ー
（
第
三
十
条
の
八
─
第
三
十
条
の
十
一
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
二
十
九
款　

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
（
第
八

「
第
三
十
款
」
に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
十
款　

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医

十
六
条
─
第
八
十
九
条
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
三
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
り
、

療
セ
ン
タ
ー
（
第
九
十
条
─
第
九
十
一
条
の
三
）
」　
　
　
　
　

第
三
十
四

款　

中
央
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
（
第
九
十
九
条
・
第
百
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
第

款　

削
除　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
七
十
款
～
第
七
十
五
款　

三
十
三
款
及
び
第
三
十
四
款　

削
除
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
七
十
六
款　

流
域
下
水
道

削
除　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
第
七
十
款
か
ら

事
務
所
（
第
二
百
二
十
五
条
─
第
二
百
二
十
七
条
）
」

第
七
十
六
款
ま
で　

削
除
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
表
健
康
福
祉
部
の
項
中
「
県
立
病
院
改
革
推
進
室
」
を
「
医
師

確
保
対
策
推
進
室
」
に
改
め
、
同
表
生
活
環
境
文
化
部
の
項
中
「
安
全
・
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
環
境
あ

心
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
」
を
削
り
、
「
環
境
あ
き
た
創
造
課
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

環
境
エ

き
た
創
造
課

　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
地
域
活
動
支
援
室
」
を
「
安
全
・
安
心
ま
ち
づ

ネ
ル
ギ
ー
推
進
課
」

く
り
推
進
室
」
に
改
め
、
「
環
境
管
理
室
」
を
削
り
、
同
表
農
林
水
産
部
の

項
中
「
水
と
緑
推
進
課
」
を
削
り
、
「
森
林
整
備
課
」
を
「
水
と
緑
の
森
づ

く
り
課
」
に
改
め
、
「
全
国
植
樹
祭
推
進
室
」
を
削
り
、
「
農
畜
産
振
興

課
│
」
を
「
農
畜
産
振
興
課
│
家
畜
生
産
対
策
室
」
に
改
め
、
同
表
産
業
経

済
労
働
部
の
項
中
「
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
」
を
「
資
源
産
業
課
」
に
、
「
流

通
貿
易
課
│
」
を
「
流
通
貿
易
課
│
食
彩
あ
き
た
推
進
室
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
二
科
学
技
術
課
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

八　

総
合
食
品
研
究
所
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
七
条
第
一
項
医
務
薬
事
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
四

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　
　

四　

医
師
の
確
保
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「
医
務
薬
事
課
県
立
病
院
改
革
推
進
室
」
を
「
医
務
薬

事
課
医
師
確
保
対
策
推
進
室
」
に
、
「
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
を

「
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
県
民
文
化
政
策
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
二
十
四
号
と

し
、
第
十
五
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
八
号
を
加
え

る
。

　
　

十
五　

安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
六　

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
七　

消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
調
査
、
企
画
及
び
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
八　

物
価
対
策
及
び
生
活
関
連
物
資
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
九　

消
費
生
活
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十　

金
融
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
一　

交
通
安
全
対
策
の
企
画
、
促
進
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

　
　

二
十
二　

生
活
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
条
第
一
項
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同
条
第

一
項
環
境
あ
き
た
創
造
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と

し
、
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
課

　
　

一　

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す

る
こ
と
。

　
　

三　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す

る
こ
と
。

　

第
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　
県
民
文
化
政
策
課
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
は
、
県
民
文
化
政

策
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

務
を
分
掌
す
る
。

　

第
八
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
号
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
農
林
政
策
課
の
項
第
二
十
六
号
を
削
り
、
同
条
第
一
項
農

山
村
振
興
課
の
項
第
六
号
及
び
第
九
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所
管

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
水
と
緑
推
進
課
の
項

を
削
り
、
同
条
第
一
項
森
林
整
備
課
の
項
中
「
森
林
整
備
課
」
を
「
水
と
緑

の
森
づ
く
り
課
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

　
　

九　

ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
（
森
林
、
河
川
、
海

岸
等
に
お
け
る
多
様
な
自
然
環
境
を
人
の
活
動
と
調
和
を
図
り
な
が

ら
体
系
的
に
保
全
す
る
と
と
も
に
、
健
全
な
生
態
系
及
び
良
好
な
景

観
を
維
持
し
、
及
び
回
復
し
、
県
民
と
自
然
と
が
共
生
で
き
る
環
境

を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

関
す
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　
　

十　

ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
調
査
に
関

す
る
こ
と
。

　
　

十
一　

ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
の
啓
発
に
関
す
る

こ
と
。

　
　

十
二　

ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
を
推
進
す
る
た
め

の
人
材
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
三　

緑
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

　
　

十
四　

林
業
等
に
関
す
る
技
術
の
普
及
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
五　

森
林
学
習
交
流
館
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３　
農
畜
産
振
興
課
家
畜
生
産
対
策
室
は
、
農
畜
産
振
興
課
の
所
掌
事
務
の

う
ち
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事

務
を
分
掌
す
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
産
業
経
済
政
策
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と

し
、
第
五
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
　

五　

商
工
団
体
の
育
成
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

中
小
企
業
等
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

自
治
研
修
所

所
長
を
補
佐
し
、

所
長
に
事
故
が
あ

る
と
き
又
は
所
長

が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

三
十
四

科
長
補
佐

太
平
療
育
園
の

医
療
科

医
長
及
び
副
医
長
を
補

佐
し
、
医
長
及
び
副
医

長
に
事
故
が
あ
る
と
き

又
は
医
長
及
び
副
医
長

が
欠
け
た
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。
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２

　

第
十
一
条
第
一
項
地
域
産
業
課
の
項
第
四
号
中
「
商
工
業
」
を
「
工
業
」

に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、

第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

八　

産
業
振
興
プ
ラ
ザ
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
一
条
第
一
項
地
域
産
業
課
の
項
中
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一

号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第

十
四
号
及
び
第
十
五
号
を
削
り
、
同
条
第
一
項
流
通
貿
易
課
の
項
第
一
号
中

「
卸
・
小
売
商
業
」
を
「
卸
・
小
売
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
」
に
改
め
、
同
項

中
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

　
　

五　

食
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

農
商
工
連
携
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
一
条
第
一
項
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
の
項
中
「
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
」

を
「
資
源
産
業
課
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の

所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第

四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
」
を
「
第
九
号
か
ら
第
十
一

号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　
流
通
貿
易
課
食
彩
あ
き
た
推
進
室
は
、
流
通
貿
易
課
の
所
掌
事
務
の
う

ち
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
下
水
道
課
の
項
第
九
号
を
削
る
。

　

第
十
四
条
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号
中
「
生
活
環
境
文
化
部
安
全
・

安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
」
を
「
生
活
環
境
文
化
部
県
民
文
化
政
策
課
安

全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
」
に
改
め
、
同
条
第
四
十
号
及
び
第
四
十
一

号
中
「
生
活
環
境
文
化
部
環
境
あ
き
た
創
造
課
環
境
管
理
室
」
を
「
生
活
環

境
文
化
部
環
境
あ
き
た
創
造
課
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
十
六
号
を
削
り
、

第
四
十
七
号
を
第
四
十
六
号
と
し
、
第
四
十
八
号
を
第
四
十
七
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四
十
八　

秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
運
営
委
員
会　

農
林
水
産
部

水
と
緑
の
森
づ
く
り
課

　

第
十
四
条
第
四
十
九
号
中
「
産
業
経
済
労
働
部
地
域
産
業
課
」
を
「
産
業

経
済
労
働
部
産
業
経
済
政
策
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ

　

第
十
五
条
中
「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
合
食
品
研
究
所

ー
　
　

に
改
め
、
「
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
」
、
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

　

」
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
、
「
中
央
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
」
及
び
「
流
域

下
水
道
事
務
所
」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課

　

第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
表
鹿
角
地
域
振
興
局
の
項
中　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
理
課
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
河
川
砂
防
課

「
総
務
経
理
課
」
に
、
「
河
川
砂
防
課
」
を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
水
道
課　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
経
理
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
理
課

表
北
秋
田
地
域
振
興
局
の
項
中　
　
　
　
　
　
　

を　

地
域
企
画
課　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
企
画
課　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
納
室　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
館
事
務
所
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
阿
仁
川
復
旧
課

「
阿
仁
川
復
旧
課
」
を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
山
本
地
域
振
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
水
道
課　
　

」

　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
下
水
道

局
の
項
中　
　
　
　
　

を
「
総
務
経
理
課
」
に
、
「
建
築
課
」
を

　
　
　
　
　

経
理
課
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
築
課

課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
下
水
道

　
　

に
改
め
、
同
表
秋
田
地
域
振
興
局
の
項
中
「
建
築
課
」
を

　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
築
課

課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課

　
　

に
改
め
、
同
表
由
利
地
域
振
興
局
の
項
中　
　
　
　
　

を
「
総
務
経
理

　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
理
課
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務

課
」
に
改
め
、
同
表
仙
北
地
域
振
興
局
の
項
中　

経
理
課　
　
　

を　

地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
企
画
課
」　
　

県
税

経
理
課

企
画
課　

に
改
め
、
同
表
仙
北
地
域
振
興
局
県
税
部
の
項
を
削
り
、
同
表
仙

課　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
下
水
道
課　

北
地
域
振
興
局
の
項
中
「
建
築
課
」
を　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
平
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
築
課　

」

　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
経
理
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
理
課　
　
　
　
　

地
域
振
興
局
の
項
中　
　
　
　
　
　
　

を　

地
域
企
画
課　

に
改
め
、
同
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
企
画
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
納
室　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
税
課　
　

」

平
鹿
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
表
平
鹿
地
域
振
興
局
の
項
中
「
建
築
課
」
を

「
下
水
道
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　

　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
雄
勝
地
域
振
興
局
の
項
中　
　
　
　
　

を

　

建
築
課　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
理
課
」

「
総
務
経
理
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
鹿
角
地
域
振
興
局
福
祉
環
境

部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務

所
の
項
を
削
り
、
同
表
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
森
吉
ダ
ム

管
理
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
素
波

里
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
岩
見

ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
鎧
畑

ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
平
鹿
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
十
五
条
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
及
び
事
務
所
」
を
削
り
、
同

条
第
一
項
総
務
経
理
課
の
項
中
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

七　

現
金
取
扱
員
及
び
物
品
取
扱
員
の
任
免
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
の
六
第
一
項
総
務
経
理
課
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第

三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

庁
舎
及
び
公
舎
そ
の
他
の
公
有
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他

の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
十
五
条
の
六
第
一
項
総
務
課
の
項
及
び
経
理
課
の
項
を
削
り
、
同
条
第

一
項
出
納
室
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を

第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

鹿
角
地
域
振
興
局
建
設
部
下
水

道
課

大
館
市
川
口
字
中
川
口
一
番
地

県
税
部

納
税
課

課
税
課

北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
下

水
道
課

大
館
市
川
口
字
中
川
口
一
番
地

山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
下
水

道
課

秋
田
市
向
浜
二
丁
目
三
番
一
号

秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
下
水

道
課

秋
田
市
向
浜
二
丁
目
三
番
一
号

仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
下
水

道
課

大
仙
市
花
館
字
上
大
戸
下
川
原
七

十
四
番
地
の
三
十
六

平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部
下
水

道
課

大
仙
市
花
館
字
上
大
戸
下
川
原
七

十
四
番
地
の
三
十
六
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三　

源
泉
徴
収
に
係
る
所
得
税
の
納
入
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
の
六
第
一
項
大
館
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

２　
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
総
務
経
理
課
に
お
い
て
は
、
前
項
総
務

経
理
課
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
は
、
所
掌
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
の
六
中
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
三
項
と

し
、
第
六
項
を
削
る
。

　

第
十
五
条
の
八
第
一
項
企
画
福
祉
課
の
項
第
十
九
号
及
び
第
十
五
条
の
九

第
一
項
農
林
企
画
課
の
項
第
二
十
五
号
中
「
、
総
務
課
又
は
経
理
課
」
を
削

る
。

　

第
十
五
条
の
十
第
一
項
企
画
道
路
課
の
項
第
八
号
中
「
又
は
経
理
課
」
を

削
り
、
同
項
第
十
号
中
「
、
総
務
課
又
は
経
理
課
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項

阿
仁
川
復
旧
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

下
水
道
課

　
　

一　

流
域
下
水
道
の
建
設
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

過
疎
地
域
に
お
け
る
公
共
下
水
道
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
の
十
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第

四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　
鹿
角
地
域
振
興
局
建
設
部
下
水
道
課
に
お
い
て
は
、
第
一
項
下
水
道
課

の
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
十
和
田
湖
公
共
下
水
道
の
建
設
及
び
管

理
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
産
業
」
を
「
企
業
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
中
「
産
業
情
報
課
」
を
「
企
業
・
人
材
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
企
画
政
策
課
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五

号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

県
産
品
及
び
観
光
の
宣
伝
、
紹
介
、
あ
つ
せ
ん
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

第
十
九
条
産
業
情
報
課
の
項
中
「
産
業
情
報
課
」
を
「
企
業
・
人
材
支
援

課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
産
業
」
を
「
企
業
」
に
改
め
、
同
項
中
第

二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
四
条
第
二
号
中
「
保
全
に
関
す
る
」
の
下
に
「
試
験
検
査
及
び
」

を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

三　

化
学
物
質
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止
に
関
す
る
試
験
検
査
及
び
調
査

研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
環
境
部
」
を
「
環
境
・
理
化
学
部
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
二
十
七
条
中
「
及
び
環
境
部
」
を
「
及
び
環
境
・
理
化
学
部
」
に
改

め
、
同
条
環
境
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

環
境
・
理
化
学
部

　
　

第
二
十
四
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
九
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
、
食
品
加
工
業
及
び
酒
類
製
造

業
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
」
を
「
農
林
水
産
業
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及

び
第
二
号
中
「
、
食
品
加
工
業
及
び
酒
類
製
造
業
」
を
削
る
。

　

第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
上
欄
に
掲
げ
る
室
、
研
究
所
」
を
「
上
欄
に

掲
げ
る
室
」
に
、
「
当
該
研
究
所
、
試
験
場
」
を
「
当
該
試
験
場
」
に
「
、

研
究
所
、
試
験
場
及
び
部
」
を
「
及
び
部
」
に
改
め
、
同
項
の
表
総
合
食
品

研
究
所
の
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
研
究
所
、
」
を
削
り
、
同
項
の
表

総
合
食
品
研
究
所
の
項
を
削
る
。

　

第
三
十
条
の
三
中
「
、
総
合
食
品
研
究
所
の
管
理
室
、
食
品
加
工
研
究
所

及
び
醸
造
試
験
場
」
を
削
り
、
同
条
総
務
管
理
室
の
項
第
四
号
中
「
、
総
合

食
品
研
究
所
」
を
削
り
、
同
条
総
合
食
品
研
究
所
の
項
を
削
る
。

　

第
六
款
の
二
中
第
三
十
条
の
七
を
第
三
十
条
の
十
一
と
し
、
第
三
十
条
の

四
か
ら
第
三
十
条
の
六
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
款
を
第
六
款
の
三

と
し
、
第
六
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　

第
六
款
の
二　
総
合
食
品
研
究
所

　

（
事
務
）

第
三
十
条
の
四　
総
合
食
品
研
究
所
は
、
食
品
加
工
業
及
び
酒
類
製
造
業
の

振
興
を
図
り
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
振
興
の
た
め
の
基
盤
と
な
る
技
術
の
発

展
に
資
す
る
た
め
、
次
の
事
務
を
行
う
機
関
と
す
る
。

　

一　

食
品
加
工
業
及
び
酒
類
製
造
業
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
普
及
指

導
並
び
に
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

食
品
加
工
業
及
び
酒
類
製
造
業
に
関
す
る
技
術
の
研
究
開
発
及
び
そ

の
成
果
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

民
間
企
業
等
に
よ
る
前
号
の
研
究
開
発
等
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る

こ
と
。

　

（
名
称
及
び
位
置
）

第
三
十
条
の
五　
総
合
食
品
研
究
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

　

（
内
部
組
織
）

第
三
十
条
の
六　
総
合
食
品
研
究
所
に
、
企
画
管
理
室
、
食
品
加
工
研
究
所

及
び
醸
造
試
験
場
を
置
く
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
三
十
条
の
七　
総
合
食
品
研
究
所
の
企
画
管
理
室
、
食
品
加
工
研
究
所
及

び
醸
造
試
験
場
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

企
画
管
理
室

　
　

一　

公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

人
事
、
給
与
、
文
書
及
び
財
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

公
有
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

第
三
十
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

　
　

五　

研
究
開
発
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

特
許
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

七　

食
品
加
工
研
究
所
及
び
醸
造
試
験
場
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

　
　

八　

食
品
加
工
研
究
所
及
び
醸
造
試
験
場
の
所
管
に
属
し
な
い
事
務
に

関
す
る
こ
と
。

　

食
品
加
工
研
究
所

　
　

一　

農
水
産
物
等
の
食
品
の
加
工
に
関
す
る
技
術
の
研
究
開
発
に
関
す

る
こ
と
。

　
　

二　

民
間
企
業
等
に
よ
る
前
号
の
研
究
開
発
等
に
対
す
る
支
援
に
関
す

る
こ
と
。

　
　

三　

農
水
産
物
等
の
食
品
の
加
工
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
普
及
指

導
並
び
に
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　

醸
造
試
験
場

　
　

一　

酒
類
の
製
造
及
び
生
物
機
能
に
関
す
る
技
術
の
研
究
開
発
に
関
す

る
こ
と
。

　
　

二　

民
間
企
業
等
に
よ
る
前
号
の
研
究
開
発
等
に
対
す
る
支
援
に
関
す

る
こ
と
。

　
　

三　

酒
類
の
製
造
及
び
生
物
機
能
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
普
及
指

導
並
び
に
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
款
か
ら
第
三
十
款
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

第
二
十
四
款
か
ら
第
三
十
款
ま
で　
削
除

第
七
十
一
条
か
ら
第
九
十
一
条
の
三
ま
で　
削
除

　

第
三
十
三
款
及
び
第
三
十
四
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　

第
三
十
三
款
及
び
第
三
十
四
款　
削
除

第
九
十
九
条
か
ら
第
百
二
条
ま
で　
削
除

　

第
百
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
事
務
）

第
百
十
条　
鳥
獣
保
護
セ
ン
タ
ー
は
、
野
生
鳥
獣
の
生
態
調
査
及
び
救
護
並

び
に
野
生
鳥
獣
の
自
然
繁
殖
に
関
す
る
事
務
を
行
う
機
関
と
す
る
。

　

第
百
九
十
四
条
中
「
、
観
光
」
を
「
及
び
観
光
」
に
改
め
、
「
及
び
貿
易

に
関
す
る
情
報
の
収
集
」
を
削
る
。

　

第
七
十
款
か
ら
第
七
十
六
款
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名
称

秋
田
県
総
合
食
品
研
究
所

位
置

秋
田
市
新
屋
町
字
砂
奴
寄
四
番
地

の
二
十
六
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第
七
十
款
か
ら
第
七
十
六
款
ま
で　
削
除

第
二
百
六
条
か
ら
第
二
百
二
十
七
条
ま
で　
削
除

　

第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
の
表
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十

八
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号

を
削
り
、
同
表
第
二
十
三
号
中
「
、
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
、
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
二
十
号
と

し
、
同
表
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
二

号
と
し
、
同
表
第
二
十
六
号
中
「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
の
」
を
削
り
、

同
号
を
同
表
第
二
十
三
号
と
し
、
同
表
第
二
十
七
号
中
「
農
林
水
産
技
術
セ

ン
タ
ー
の
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
二
十
四
号
と
し
、
同
表
中
第
二
十
八

号
を
削
り
、
第
二
十
九
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
三
十
号
を
削
り
、
同
表

第
三
十
一
号
中
「
、
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
二
十
六
号
と
し
、
同
表
第

三
十
二
号
中
「
、
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精

神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
二
十
七
号
と
し
、
同
表
中
第

三
十
三
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
三
項
の
表
第
四
号
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　

「

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

 「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

」

同
表
第
三
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
中
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
を
削

り
、
第
三
十
四
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
三
十
五
号
を
第
三
十
三
号
と

し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
中
第
三
十
六
号
を
削
り
、
第
三
十
七
号
を

第
三
十
五
号
と
し
、
同
表
第
三
十
八
号
中
「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
の
」

の
下
に
「
企
画
経
営
室
及
び
」
を
加
え
、
「
及
び
総
合
食
品
研
究
所
」
を

「
、
総
合
食
品
研
究
所
の
醸
造
試
験
場
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
十
六

号
と
し
、
同
表
中
第
三
十
九
号
を
第
三
十
七
号
と
し
、
第
四
十
号
か
ら
第
五

十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
五
十
三
号
中
「
、
脳
血
管
研

究
セ
ン
タ
ー
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
削

り
、
同
号
を
同
表
第
五
十
一
号
と
し
、
同
表
第
五
十
四
号
中
「
、
脳
血
管
研

究
セ
ン
タ
ー
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
削

り
、
同
号
を
同
表
第
五
十
二
号
と
し
、
同
表
第
五
十
五
号
中
「
及
び
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
五
十
三

号
と
し
、
同
表
中
第
五
十
六
号
を
第
五
十
四
号
と
し
、
第
五
十
七
号
か
ら
第

六
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
の
備
考
二
中
「
産
業
技
術
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
食
品
研
究
所
及

び
産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
十
六

号
」
を
「
第
三
十
一
号
」
に
、
「
第
五
十
九
号
」
を
「
第
五
十
七
号
」
に
、

「
第
二
項
の
表
第
三
十
七
号
」
を
「
第
二
項
の
表
第
三
十
二
号
」
に
、
「
第

三
項
の
表
第
六
十
号
及
び
第
六
十
一
号
」
を
「
第
三
項
の
表
第
五
十
八
号
及

び
第
五
十
九
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

２　
秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
五
号
中
「
、
総
合
食
品
研
究
所
」
を
削
る
。

　

（
秋
田
県
十
和
田
湖
公
共
下
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

３　
秋
田
県
十
和
田
湖
公
共
下
水
道
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
年
秋
田
県
規

則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
九
条
中
「
北
部
流
域
下
水
道
事
務
所
長
」
を
「
鹿
角
地
域
振
興
局

長
」
に
改
め
る
。

　

（
秋
田
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

４　
秋
田
県
公
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

自
治
研
修
所

農
林
水
産
技
術
セ

ン
タ
ー
の
総
合
食

品
研
究
所

所
長
を
補
佐
し
、

所
長
に
事
故
が
あ

る
と
き
又
は
所
長

が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

所
長
を
補
佐
し
、

所
長
に
事
故
が
あ

る
と
き
又
は
所
長

が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

総
合
食
品
研
究
所

長
を
補
佐
し
、
総

合
食
品
研
究
所
長

に
事
故
が
あ
る
と

き
又
は
総
合
食
品

研
究
所
長
が
欠
け

た
と
き
は
、
そ
の

職
務
を
代
理
す

る
。

自
治
研
修
所

所
長
を
補
佐
し
、

所
長
に
事
故
が
あ

る
と
き
又
は
所
長

が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

自
治
研
修
所

所
長
を
補
佐
し
、

所
長
に
事
故
が
あ

る
と
き
又
は
所
長

が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

保

健

所

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
の

事
務
部
並
び
に
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療

セ
ン
タ
ー
の
事
務
部
及
び

医
療
部

所
長
を
補
佐
し
、
所
長
に
事

故
が
あ
る
と
き
又
は
所
長
が

欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。

部
長
を
補
佐
し
、
部
長
に
事

故
が
あ
る
と
き
又
は
部
長
が

欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。

保

健

所

所
長
を
補
佐
し
、
所
長
に
事

故
が
あ
る
と
き
又
は
所
長
が

欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。

三
十
一

農
業
法
人
化

専
門
員

地
域
振
興
局
の

農
林
部

上
司
の
命
を
受
け
て
、

集
落
営
農
の
組
織
化
及

び
法
人
化
に
関
す
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

三
十
四

科
長
補
佐

太
平
療
育
園
の

医
療
科

医
長
及
び
副
医
長
を
補

佐
し
、
医
長
及
び
副
医

長
に
事
故
が
あ
る
と
き

又
は
医
長
及
び
副
医
長

が
欠
け
た
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。

三
十
四

科
長
補
佐

太
平
療
育
園
の

医
療
科

医
長
及
び
副
医
長
を
補

佐
し
、
医
長
及
び
副
医

長
に
事
故
が
あ
る
と
き

又
は
医
長
及
び
副
医
長

が
欠
け
た
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。
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第
四
条
第
一
項
中
「
、
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務
所

長
」
を
削
る
。
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